
（ 議 ） 第 13号

秋 田 市 報 酬 及 び 費 用 弁 償 額 並 び に そ の 支 給 方 法 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 件

上 記 の 議 案 を 別 紙 の と お り 地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 1 2条

お よ び 秋 田 市 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 42年 秋 田 市 議 会 規 則 第 １ 号 ） 第 14条 の 規

定 に よ り 提 出 す る 。
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秋 田 市 報 酬 及 び 費 用 弁 償 額 並 び に そ の 支 給 方 法 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例

秋 田 市 報 酬 及 び 費 用 弁 償 額 並 び に そ の 支 給 方 法 条 例 （ 昭 和 2 2年 秋 田 市 条

例 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ５ 条 第 ２ 項 を 削 り 、 同 条 第 １ 項 中 「 市 議 会 議 員 が 議 会 、 常 任 委 員 会 、

議 会 運 営 委 員 会 お よ び 特 別 委 員 会 に 参 会 し た と き な ら び に 」 を 削 り 、 「 当

該 市 議 会 議 員 お よ び 農 業 委 員 」 を 「 当 該 農 業 委 員 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第

２ 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

市 議 会 議 員 が 議 会 、 常 任 委 員 会 、 議 会 運 営 委 員 会 お よ び 特 別 委 員 会

（ 以 下 「 議 会 等 」 と い う 。 ） に 参 会 し た と き は 、 当 該 市 議 会 議 員 の 住 居

と 参 会 場 所 ま で の 時 間 、 距 離 等 の 事 情 に 照 ら し 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 な

経 路 に よ り 往 復 す る 場 合 に 要 す る 交 通 機 関 の 運 賃 に 相 当 す る 額 を 費 用 弁

償 と し て 支 給 す る 。

第 ５ 条 に 次 の ２ 項 を 加 え る 。

３ 同 一 日 に お い て 、 議 会 等 又 は 農 業 委 員 会 に ２ 回 以 上 参 会 し た と き は 、

前 ２ 項 に 規 定 す る 額 を 重 複 し て 支 給 し な い 。

４ 同 一 日 に お い て 、 議 会 等 お よ び 農 業 委 員 会 に 参 会 し た と き は 、 第 ２ 項

の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 2 0年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

市 議 会 議 員 が 議 会 等 に 参 会 し た と き の 費 用 弁 償 の 支 給 方 法 を 改 め る た め 、

改 正 し よ う と す る も の で あ る 。


